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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】連続する一の線材を用いて容易に製造できると
ともに、線材の幅寸法や巻数に制限を受けることがない
エッジワイズコイルを提供する。
【解決手段】矩形断面を有するとともに、所定の繰り返
しパターン５ａ，５ｂ，６ａ，６ｂを備えて形成された
板状線材４を、上記パターンを交互に折り畳むようにし
て環状に成形したエッジワイズコイルであって、上記繰
り返しパターンは、上記環状形態を２分割して構成され
る第１のパターン５ａ，５ｂと第２のパターン６ａ，６
ｂとを、一方向に交互に連続形成して構成されたもので
あり、上記第１のパターンと上記第２のパターンの境界
において板状線材の幅方向に設定される互いに平行な折
り曲げ線１２ａ，１２ｂ，１２ｃに沿って、上記板状線
材を交互に折り畳んで積層することにより構成される。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　矩形断面を有するとともに、所定の繰り返しパターンを備えて形成された板状線材を、
上記パターンを交互に折り畳むようにして環状に成形したエッジワイズコイルであって、
　上記繰り返しパターンは、上記環状形態を２分割して構成される第１のパターンと第２
のパターンとを、一方向に交互に連続形成して構成されたものであり、
　上記第１のパターンと上記第２のパターンの境界において板状線材の幅方向に設定され
る互いに平行な折り曲げ線に沿って、上記板状線材を交互に折り畳んで積層することによ
り構成された、エッジワイズコイル。
【請求項２】
　上記環状形態が、円環状又は矩形環状である、請求項１に記載のエッジワイズコイル。
【請求項３】
　上記折り曲げ線が通過する板状線材の縁部が、所定幅にわたって上記折り曲げ線に直交
するように形成されている、請求項１又は請求項２のいずれかに記載のエッジワイズコイ
ル。
【請求項４】
　上記板状線材は、板状材料から上記繰り返しパターンを備える部材を打ち抜き又は切り
出すことにより形成されたものである、請求項１から請求項３のいずれか１項に記載のエ
ッジワイズコイル。
【請求項５】
　上記板状線材の繰り返しパターンは、複数の繰り返しパターンを、板状材料に隙間なく
並列して設定できる形態を備える、請求項１から請求項４のいずれか１項に記載のエッジ
ワイズコイル。
【請求項６】
　上記折り曲げ線に沿う折り曲げ溝が形成されている、請求項１から請求項５のいずれか
１項に記載のエッジワイズコイル。
【請求項７】
　隣接する板状線材間にスペーサが設けられている、請求項１から請求項６のいずれか１
項に記載のエッジワイズコイル。
【請求項８】
　板状線材から構成されるエッジワイズコイルの製造方法であって、
　矩形断面を有するとともに、所定の繰り返しパターンで形成された上記板状線材を製造
する工程と、
　上記繰り返しパターンを交互に折り畳むことにより、上記板状線材を環状形態に成形す
る折り畳み工程とを含み、
　上記繰り返しパターンは、上記環状形態を２分割して構成される第１のパターンと第２
のパターンとを、一方向に交互に連続形成して構成されているとともに、
　上記折り畳み工程において、上記第１のパターンと上記第２のパターンの境界において
板状線材の幅方向に設定される互いに平行な折り曲げ線に沿って、上記板状線材を交互に
折り畳んで環状に積層する、エッジワイズコイルの製造方法。
【請求項９】
　上記折り曲げ線に沿う折り曲げ溝を形成する折り曲げ溝形成工程を含む、請求項８に記
載のエッジワイズコイルの製造方法。
【請求項１０】
　上記線材を製造する工程は、一の板状材料に、複数の繰り返しパターンを隙間なく又は
側縁部間に一定の隙間を開けて並列して設定する工程と、
　上記繰り返しパターンに沿って、上記板状材料を打ち抜く工程又は切り出す工程を含む
、請求項８又は請求項９のいずれかに記載のエッジワイズコイルの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本願発明は、チョークコイル等に適用できる、エッジワイズコイル、及びエッジワイズ
コイルの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　大電流に対応できるチョークコイルとして、断面矩形状をしたいわゆる平角巻線を、そ
の短辺をコイル軸に向けて巻き回したエッジワイズコイルが知られている。
【０００３】
　上記エッジワイズコイルは、巻線の断面積を大きく設定することができるため大電流を
流すことができる。また、丸線に比べて占積率を高めることができるとともに、成形した
コイルをコアに組み付けるだけでチョークコイル等を構成できるため、組み付け工程を簡
略化できるという利点がある。
【０００４】
　一方、矩形断面を有する板状線材からコイルを成形する場合、曲げ方向の厚み（矩形断
面の長辺側寸法）が大きいため、曲げ加工が難しいという問題がある。このため、断面に
おける厚み寸法に比べて幅寸法が大きな連続板状線材からエッジワイズコイルを一体形成
するのは困難であった。
【０００５】
【特許文献１】特開２００１－２７４０３０号
【特許文献２】特開２００３－１３７２１５号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記特許文献１に記載されている発明では、幅広形態を有する複数の板状線材を組み合
わせて溶接することにより、環状形態を有するエッジワイズコイルを構成している。とこ
ろが、上記特許文献１に記載されている手法では、加工工程が増加するばかりでなく、部
品点数が非常に多くなるため、製造コストが大きくなる。しかも、溶接した部分における
導電性を一定にするのは困難であり、コイルの品質が低下しやすいとう問題がある。
【０００７】
　また、特許文献２に記載されている発明では、所定のパターンを有する板状線材を折り
曲げてコイルを形成することができるが、２巻き分の巻数を備えるコイルしか製造できな
い。このため、多数の巻数を要するコイルに適用することはできない。
【０００８】
　本願発明は、上記従来の課題を解決し、連続する一の線材を用いて容易に製造できると
ともに、線材の幅寸法や巻数に制限を受けることがないエッジワイズコイルを提供するこ
とを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本願の請求項１に記載した発明は、矩形断面を有するとともに、所定の繰り返しパター
ンを備えて形成された板状線材を、上記パターンを交互に折り畳むようにして環状に成形
したエッジワイズコイルであって、上記繰り返しパターンは、上記環状形態を２分割して
構成される第１のパターンと第２のパターンとを、一方向に交互に連続形成して構成され
たものであり、上記第１のパターンと上記第２のパターンの境界において板状線材の幅方
向に設定される互いに平行な折り曲げ線に沿って、上記板状線材を交互に折り畳んで積層
することにより構成されたものである。本願発明が適用できるコイルは、特に限定される
ことはなく、巻数が少なく大電流が流されるコイルのみならず、種々のコイルに適用でき
る。たとえば、補機コンバータ平滑用のチョークコイルや、トランス等のコイルに適用で
きる。
【００１０】
　本願発明に係るエッジワイズコイルは、所要のコイルの環状形態を２分割して構成され
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る第１のパターンと第２のパターンとを交互に形成した板状線材を、折り畳んで積層する
ことにより形成される。すなわち、上記第１のパターンと上記第２のパターンとを対向す
るように折り曲げることにより、コイルの環状形態が構成される。
【００１１】
　上記第１のパターンと上記第２のパターンは、一方向に交互に連続して構成される。こ
の構成によって、設けられるパターンの数に制限がなくなり、所要の数のパターンを備え
る板状線材を形成することができる。そして、上記第１のパターンと上記第２のパターン
の境界部に設定される折り曲げ線に沿って、１８０度交互に折り曲げることにより環状の
エッジワイズコイルが形成される。また、上記各パターンを、互いに平行な折り曲げ線に
沿って折り曲げて積層できるため、折り曲げ作業に支障が生じることもない。また、自動
機によって折り曲げ加工を行うことも可能となる。すなわち、製造されるコイルの巻数に
制限を受けることはなく、所要の巻数を備えるエッジワイズコイルを容易に形成すること
ができる。
【００１２】
　また、本願発明では、上記板状線材の幅方向に設定された折り曲げ線に沿って、上記板
状線材が折り曲げられる。したがって、板状線材の板厚が曲げ方向の厚みとなり、大きな
折り曲げ力が必要なくなり、また、折り曲げ作業を容易に行うことができる。
【００１３】
　上記コイルの環状形態は特に限定されることはない。たとえば、請求項２に記載した発
明のように、円環状、矩形環状の形態を備えるエッジワイズコイルを形成することができ
る。また、曲線と直線を組み合わせた環状形態のエッジワイズコイルを形成することもで
きる。
【００１４】
　さらに、曲げ方向の厚みが板状線材の板厚となるため、板状線材の幅寸法にも加工上の
制限を受けることがない。すなわち、これまでは、加工するのが不可能であった大きな幅
寸法を有する一の板状線材からエッジワイズコイルを形成することもできる。さらに、エ
ッジワイズ曲げが不可能な幅広の薄板状線材を用いてエッジワイズコイルを形成すること
も可能となる。
【００１５】
　上記板状線材は、コイルを構成できる材料であれば特に限定されることはなく、銅等の
材料を用いて形成することができる。また、上記板状線材を製造する手法も特に限定され
ることはない。請求項４に記載された発明のように、上記板状線材を、板状材料から上記
繰り返しパターンを備える部材を打ち抜き、又は切り出すことにより形成することができ
る。たとえば、上記板状線材を、銅板をプレス型で打ち抜いて形成することができる。ま
た、レーザー加工機等を用いて、板状材料から上記パターンを備える板状線材を切り出す
こともできる。特に、複数の板状材料を積層して板状線材を打ち抜き、あるいは切り出す
ことにより、一度の加工によって複数の板状線材を形成することもできる。
【００１６】
　請求項５に記載された発明は、上記板状線材の繰り返しパターンとして、複数の繰り返
しパターンを、板状材料に隙間なく並列して設定できる形態のパターンを採用したもので
ある。実際に、上記繰り返しパターンを、板状材料に隙間なく設定して加工する必要はな
く、打ち抜き等に必要な隙間をあけて設定して加工を行うことができる。すなわち、上記
形態を採用することにより、上記繰り返しパターン間の隙間を最小限に設定して、板状材
料の歩留りを高めることができるとともに、製造コストを低減させることができる。上記
繰り返しパターンとして、一定の周期及び幅寸法で形成された波形形状のパターンや山形
形状のパターンを採用できる。
【００１７】
　請求項３に記載した発明のように、上記折り曲げ線が通過する縁部を、所定幅にわたっ
て、上記折り曲げ線に直交するように構成するのが好ましい。これにより、上記折り曲げ
線に沿って容易に折り曲げ加工することができるとともに、折り曲げ精度を高めることが
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できる。上記折り曲げ線に直交する縁部を形成する手法として、たとえば、上記折り曲げ
線が通過する部分に、上記折り曲げ線に直交する縁部を備える凸部又は凹部を設ける手法
を採用できる。上記折り曲げ線に直交する縁部の長さは、板状線材を形成する板状材料の
厚み等によって設定されるが、少なくとも板状材料の厚み以上に設定するのが好ましい。
【００１８】
　また、上記板状線材を折り曲げて積層する際、上下の折り曲げ部材間に隙間が生じやす
い。この問題を解決するために、請求項６に記載した発明のように、上記折り曲げ線に沿
う折り曲げ溝を形成することができる。上記折り曲げ溝に沿って板状部材を折り曲げるこ
とにより、折り畳み積層される部材間の隙間を小さくすることができる。
【００１９】
　上記折り曲げ溝を形成する手法は特に限定されることはない。たとえば、上記板状線材
を打ち抜きプレス成形する場合、同時に上記折り曲げ溝をプレス形成することができる。
【００２０】
　本願発明に係るエッジワイズコイルにおいて、隣接して位置する線材間の絶縁性を確保
するため、上記板状線材に絶縁層を設けるのが好ましい。上記絶縁層は、従来のコイルと
同様の材料や手法を用いて形成することができる。また、上記絶縁層は、折り曲げ加工を
行う前に形成することもできるし、折り曲げ加工した後に形成することもできる。また、
隣接して位置する線材間の距離を保持した状態で、樹脂モールドすることもできる。
【００２１】
　さらに、請求項７に記載した発明のように、隣接する板状線材間にスペーサを設けるこ
とができる。従来のエッジワイズコイルは、厚みが比較的大きな保形性のある板状線材を
用いて形成されることが多かった。このため、隣接して位置する線材間の絶縁性は、上述
した従来の手法で確保することができた。一方、本願発明に係るエッジワイズコイルでは
、これまで曲げ加工によって形成不可能な厚みを有する板状線材を用いてエッジワイズコ
イルを形成することもできる。たとえば、保形性を有しない箔状の材料からエッジワイズ
コイルを形成することもできる。このような場合、保形性と絶縁性を確保するために、上
記スペーサを採用するのが好ましい。
【００２２】
　上記スペーサの形態及びこれを形成する材料も特に限定されることはない。たとえば、
板状線材間にセラミック繊維等から形成されたシート状のスペーサを介挿することができ
る。また、巻き数に応じて形成された断面櫛歯状のスペーサを採用することにより、上記
板状線材の保形性を確保するとともに、機械的強度を補完することもできる。
【００２３】
　請求項８に記載した発明は、板状線材から構成されるエッジワイズコイルの製造方法で
あって、矩形断面を有するとともに、所定の繰り返しパターンで形成された上記板状線材
を製造する工程と、上記繰り返しパターンを交互に折り畳むことにより、上記板状線材を
環状形態に成形する折り畳み工程とを含み、上記繰り返しパターンは、上記環状形態を２
分割して構成される第１のパターンと第２のパターンとを、一方向に交互に連続形成して
構成されているとともに、上記折り畳み工程において、上記第１のパターンと上記第２の
パターンの境界において板状線材の幅方向に設定される互いに平行な折り曲げ線に沿って
、上記板状線材を交互に折り畳んで環状に積層するものである。
【００２４】
　上記製造方法を採用することにより、幅方向寸法や巻数の制限を受けることなく、様々
な形態のエッジワイズコイルを製造することができる。また、従来の手法に比べて、製造
工数を削減できるとともに、製造コストを低減させることも可能となる。
【００２５】
　請求項９に記載した発明は、上記折り曲げ線に沿う折り曲げ溝を形成する折り曲げ溝形
成工程を含むものである。上記折り曲げ溝形成工程は、上記板状線材を製造する工程に応
じて種々の手法を採用することができる。たとえば、上記板状線材を打ち抜きプレス成形
する場合、同時に上記折り曲げ溝をプレス形成することができる。
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【００２６】
　請求項１０に記載した発明は、上記線材を製造する工程が、一の板状材料に、複数の繰
り返しパターンを隙間なく又は側縁部間に一定の隙間を開けて並列して設定する工程と、
上記パターンに沿って、上記板状材料を打ち抜く工程又は切り出す工程を含むものである
。
【００２７】
　上記手法を採用することにより、板状線材を形成するための銅板等の歩留りを向上させ
ることができるとともに、製造コストを低減させることができる。
【発明の効果】
【００２８】
　連続する一の線材を用いて容易に製造できるとともに、線材の幅寸法や巻数に制限を受
けることがなく、さらに、製造コストを低減させることのできるエッジワイズコイルを提
供できる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】第１の実施形態に係るエッジワイズコイルの外観斜視図である。
【図２】図１に示すエッジワイズコイルを製造するための板状線材の外観斜視図である。
【図３】図２に示す板状線材の正面図であり、板状線材の折り畳み工程を説明する図であ
る。
【図４】図２に示す板状線材の折り畳み工程を説明する図である。
【図５】図２に示す板状線材の折り畳み工程を説明する図である。
【図６】図２に示す板状線材の折り畳み工程を説明する図である。
【図７】第２の実施形態に係るエッジワイズコイルを製造するための板状線材の外観斜視
図である。
【図８】図７に示す板状線材から形成されたエッジワイズコイルの外観斜視図である。
【図９】図７示すエッジワイズコイルを用いて形成されるチョークコイルの分解斜視図で
ある。
【図１０】図７示すエッジワイズコイルを用いて形成されるチョークコイルの外観斜視図
である。
【図１１】第３の実施形態に係る板状線材の外観斜視図である。
【図１２】第４の実施形態に係る板状線材の外観斜視図である。
【図１３】板状材料から図１２に示す板状線材を形成する手法を示す平面図である。
【図１４】本願発明の第５の実施形態に係る板状線材の外観斜視図である。
【図１５】図１４の折り曲げ線１２ａに沿って折り曲げる形態を示すＸＶ－ＸＶ線断面図
であり、（ａ）は折り曲げ前の状態、（ｂ）は折り曲げ後の状態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　以下、本願発明の実施形態を図に基づいて説明する。
【００３１】
　図１から図６に、本願発明の第１の実施形態に係るエッジワイズコイルを示す。なお、
第１の実施形態は、本願発明の理解するために、半円環状部２と、直線部３とを備える板
蒲鉾状の断面形態を有するエッジワイズコイル１に本願発明を適用したものである。なお
、エッジワイズコイルの形態は、本実施形態に限定されることはなく、様々の環状形態を
備えるエッジワイズコイルに適用することができる。
【００３２】
　上記エッジワイズコイル１は、図２に示す板状線材４を折り畳むことにより形成されて
いる。上記板状線材４は、上記半円環状部２を構成する半円環状の第１のパターン５ａ，
５ｂと、上記直線部３を構成する直線状の第２のパターン６ａ，６ｂとを交互に備えて構
成されている。上記第１のパターン５ａ，５ｂと、上記第２のパターン６ａ，６ｂとは、
一方向に向けて交互に２組形成されており、両端部に、電極部を構成する延出部７，８が
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形成されている。
【００３３】
　上記板状線材４は、短辺１０と長辺１１を備える矩形断面を備える。上記矩形のアスペ
クト比は限定されることはない。たとえば、長辺に比べて短辺（厚み）が非常に小さい板
状線材を採用することもできる。
【００３４】
　また、折り曲げ加工できるものであれば、上記板状線材４を構成する材料も限定される
ことはない。たとえば、銅製の板状線材を採用することもできる。上記板状線材４は、銅
等の板状材料を打ち抜きプレス成形することにより形成することができる。また、積層さ
れた複数の板状材料に対して、上記打ち抜きプレス成形を行い、一度の加工で複数の板状
線材を形成することもできる。また、レーザー加工機を用いて、上記板状線材４を、板状
材料から切り出すこともできる。
【００３５】
　図３から図６に、上記板状線材４を折り曲げ加工する手順を示す。図３は、図２に示す
板状線材４の正面図である。図２及び図３に示すように、上記第１のパターン５ａ，５ｂ
と上記第２のパターン６ａ，６ｂとの境界部に、折り曲げ線１２ａ，１２ｂ．１２ｃが設
定されている。上記折り曲げ線１２ａ，１２ｂ．１２ｃは、上記板状線材４の断面形態に
おける上記長辺を含む面に沿って設けられているとともに、上記各折り曲げ線１２ａ，１
２ｂ．１２ｃが互いに平行に設定されている。
【００３６】
　図３及び図４に示すように、まず、左側の折り曲げ線１２ａより右側にあるパターン６
ａ、５ｂ，６ｂを、上記折り曲げ線１２ａの周りに、反時計周り方向へ１８０度折り曲げ
て、上記左側の第１のパターン５ａ上に重ね合わせる。
【００３７】
　次に、図４及び図５に示すように、中間部の折り曲げ線１２ｂより左側にあるパターン
５ｂ，６ｂを、上記折り曲げ線１２ｂの周りに、時計周り方向に１８０度折り曲げて、右
側のパターン６ａ上に重ね合わせる。さらに、図５及び図６に示すように、残りの折り曲
げ線１２ｃの周りに、第２のパターン６ｂを、反時計周り方向へ１８０度折り曲げて、第
１のパターン５ｂ上に重合わせる。これにより、図１及び図６に示す形態のエッジワイズ
コイル１が形成される。
【００３８】
　本実施形態では、上記第１のパターン５ａ，５ｂと上記第２のパターン６ａ，６ｂとが
、一方向に交互に連続して構成されている。このため、上記第１のパターン５ａ，５ｂと
上記第２のパターン６ａ，６ｂの境界部に設定される上記折り曲げ線１２ａ，１２ｂ，１
２ｃに沿って、１８０度交互に折り曲げることができる。この構成によって、上記第１の
パターン５ａ，５ｂと上記第２のパターン６ａ，６ｂを設ける数に制限を受けることがな
く、また、折り曲げ作業に支障が生じることもない。したがって、コイル巻数に対応する
パターンを、一の板状線材４に連続的に設けることができる。このため、製造されるコイ
ルの巻数に制限はなく、所要の巻数を備えるコイルを形成することができる。
【００３９】
　しかも、本願実施形態では、上記板状線材４の幅方向に設定された折り曲げ線１２ａ，
１２ｂ，１２ｃに沿って、上記板状線材４が折り曲げられる。したがって、板状線材４の
板厚が曲げ方向の厚みとなり、大きな曲げ力が必要となることもなく、折り曲げ作業を容
易に行うことができる。また、折り曲げ線１２ａ．１２ｂ，１２ｃが互いに平行に設定さ
れるため、自動機によって折り曲げ加工することも可能となる。
【００４０】
　さらに、曲げ方向の厚みが板状線材の板厚となるため、板状線材の幅寸法にも加工上の
制限を受けることがない。すなわち、これまでは、加工するのが不可能であった大きな幅
寸法を有する一の板状線材からエッジワイズコイルを形成することもできる。さらに、エ
ッジワイズ曲げが不可能な幅広の薄板状線材を用いてエッジワイズコイルを形成すること
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も可能となる。
【００４１】
　上記コイルの環状形態は、特に限定されることはない。たとえば、図７～図１０に示す
第２の実施形態に係る矩形環状のエッジワイズコイルを形成することができる。
【００４２】
　図７に示すように、板状線材１０４は、矩形形状を２分割したＬ字状の形態を有する第
１のパターン１０６ａ，１０６ｂ及び第２のパターン１０７ａ，１０７ｂと、両端部に形
成されるとともに、電極部１０７，１０９が設けられた、端部パターン１０５，１０８と
を備える。
【００４３】
　各パターンの境界には、折り曲げ線１１２ａ，１１２ｂ，１１２ｃ，１１２ｄ，１１２
ｅが設定されている。上記折り曲げ線に沿って、各パターンを交互に折り畳むことにより
、図８に示す形態のエッジワイズコイル１００が形成される。
【００４４】
　図８に示すように、本実施形態に係るエッジワイズコイル１００においては、積層され
る各パターン間に隙間１１３ａ，１１３ｂ，１１３ｃが形成されるように、折り曲げ断面
が略コ字状となるように折り曲げられている。
【００４５】
　図９に示すように、上記エッジワイズコイル１００の上記パターン間に形成される隙間
１１３ａ，１１３ｂ，１１３ｃは、スペーサ１２０を挿入できる大きさに設定されている
。上記スペーサ１２０は、エッジワイズコイル１００の上面を覆うように形成された上壁
部１２１と、下面を覆うように形成された下壁部１２２と、上記上壁部１２１と下壁部１
２２とを側部において連結する側壁部１２３とを備えて構成されている。上記上壁部１２
１と上記下壁部１２２との間には、所定隙間をあけて積層される各パターン間に配置され
る複数のスペーサ１２４が配置されている。
【００４６】
　積層される上記パターン間に上記スペーサ１２４を設けることにより、隣接して位置す
る板状線材間の絶縁性を確保することができる。また、上記エッジワイズコイル１００の
保形性が高まり、耐振動特性等を高めることができる。
【００４７】
　上記スペーサ１２０が組み付けられたエッジワイズコイル１００は、コア１４０ａが一
体形成された上下のケーシング１３０，１４０間に収容保持されて、図１０に示す外観形
態のチョークコイル１５０が構成される。
【００４８】
　エッジワイズコイルの上記環状形態は、上記実施の形態に限定されることはない。図１
１に、第３の実施形態に係る板状線材２０４の外観形態を示す。この実施形態に係る板状
線材２０４は、図示しない円筒状のエッジワイズコイルを形成するために用いられるもの
である。
【００４９】
　上記板状線材２０４は、円環を２分割して構成される半円環状の第１のパターン２０５
ａ，２０５ｂ，２０５ｃと、半円環状の第２のパターン２０６ａ，２０６ｂ，２０６ｃと
を、一方向に交互に設けて構成されている。
【００５０】
　各第１のパターン２０５ａ，２０５ｂ，２０５ｃと各第２のパターン２０６ａ，２０６
ｂ，２０６ｃの境界部には、折り曲げ線２２１ａ，２２１ｂ，２２１ｃ，２２１ｄ，２２
１ｅが設定されている。上述した実施形態と同様に、上記折り曲げ線２２１ａ，２２１ｂ
，２２１ｃ，２２１ｄ，２２１ｅの周りに１８０度交互に折り曲げて積層することにより
、図示しない円筒状のコイルを形成することができる。
【００５１】
　図１２及び図１３に、本願発明の第４の実施形態に係る板状線材３０４を示す。板状線
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材３０４は、全体がＶ字形態を繰り返し形成して構成されており、第１のパターン３０６
ａ，３０６ｂ，３０６ｃ，３０６ｄと、第２のパターン３０７ａ，３０７ｂ，３０７ｃと
、両端部に形成される端部パターン３０５，３０８とを備えて構成されている。
【００５２】
　各Ｖ字斜辺の中間部には、折り曲げ線３１２ａ～３１２ｈが設定されており、これら折
り曲げ線の周りに１８０度、交互に折り曲げて積層することにより、図示しない矩形筒状
のエッジワイズコイルが形成される。上記折り曲げ線３１２ａ～３１２ｈが通過する板状
線材３０４の縁部には、所定幅にわたって上記折り曲げ線３１２ａ～３１２ｈと直交する
折り曲げ縁部３４０ａ，３４０ｂが設けられている。本実施形態に係る上記折り曲げ縁部
３４０ａ，３４０ｂは、板状線材３０４の側縁部に、上記折り曲げ縁部３４０ａ，３４０
ｂを備える凹部３５０ａ又は凸部３５０ｂを設けることにより形成されている。
【００５３】
　上記折り曲げ縁部３４０ａ，３４０ｂを設けることにより、上記板状線材３０４を、上
記各折り曲げ線３１２ａ～３１２ｈに沿って、精度高く折り曲げることができる。また、
容易に折り曲げることも可能となる。
【００５４】
　さらに、第４の実施形態に係る上記板状線材３０４は、上記第１のパターン３０６ａ，
３０６ｂ，３０６ｃ，３０６ｄと、第２のパターン３０７ａ，３０７ｂ，３０７ｃとが、
一定の周期で連続する山型形状を備えている。また、板状線材３０４の両側部が同一の形
態に形成されている。このため、図１３に示すように、一の板状材料３６０に複数の板状
線材３０４に対応する複数の繰り返しパターンを隙間なく設定して、打ち抜き、あるいは
切り出すことができる。これにより、材料の歩留りを向上させることができるとともに、
製造コストを低減させることができる。
【００５５】
　図１４及び図１５に、本願発明の第５の実施形態を示す。第５の実施形態では、板状線
材４の各折り曲げ線１２ａ，１２ｂ，１２ｃに沿って、折り曲げ溝２２ａ，２２ｂ，２２
ｃが形態されている。そして、図１５（ａ）及び（ｂ）に示すように、上記板状線材４が
、上記折り曲げ溝１２ａ，１２ｂ，１２ｃに沿って折り曲げられて積層される。
【００５６】
　上記折り曲げ溝２２ａ，２２ｂ，２２ｃを設けることにより、折り曲げ位置を容易に位
置決めして折り曲げ作業を行うことができるばかりでなく、図１５（ｂ）に示すように、
積層される部材間に隙間が生じないように折り曲げ積層することが可能となる。
【００５７】
　本願発明の範囲は、上述の実施形態に限定されることはない。今回開示された実施形態
は、すべての点で例示であって、制限的なものでないと考えられるべきである。本願発明
の範囲は、上述した意味ではなく、特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均
等の意味及び範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
【産業上の利用可能性】
【００５８】
　種々の形態のエッジワイズコイルを一の板状線材から容易に形成できるばかりでなく、
これまで加工ができなかった断面形態を備える板状線材を用いてエッジワイズコイルを形
成することができる。
【符号の説明】
【００５９】
　　１　　エッジワイズコイル
　　４　　板状線材
　　５ａ　第１の繰り返しパターン
　　５ｂ　第１の繰り返しパターン
　　６ａ　第２の繰り返しパターン
　　６ｂ　第２の繰り返しパターン
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　１２ａ　折り曲げ線
　１２ｂ　折り曲げ線
　１２ｃ　折り曲げ線

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】
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